
懲戒処分の指針について





（注）　地方公務員倫理法等に違反する行為に関する懲戒処分については、ここに掲げたものと
異なる取扱いがなされる部分があります。

【参考】懲戒処分の主な随伴効果について
免　職 停　職 減　給 戒　告

期末･勤勉
手当

・支給日の前日
までの間に免職
処分された場
合、期末・勤勉
手当が不支給

・基準日に停職中
の場合、期末・勤
勉手当が不支給
・基準日に停職期
間が終了している
場合、停職期間を
期末・勤勉手当の
在職期間等の算定
に当たり除算
・勤勉手当の成績
率が標準より低い
割合で決定

・勤勉手当の成績
率が標準より低い
割合で決定

・勤勉手当の成績
率が標準より低い
割合で決定

退職手当

・退職手当は不
支給
※ただし、非違
の性質などを考
慮して一部を支
給可能

・停職期間の月数
の２分の１に相当
する月数を算定の
基礎となる在職期
間から除算

昇任

・本部の課長級相
当以上について処
分後２年間（その
他は１年間）は昇
任不可

・本部課長級相当
以上について処分
後１年６月間(その
他は１年間)は昇任
不可

・処分後１年間は
昇任不可

昇格
・処分後1年間は昇
格不可

・処分後1年間は
昇格不可

・処分後１年間は
昇格不可

昇給
・昇給区分が最下
位

・昇給区分(全５区
分)が下位２区分の
いずれか

・昇給区分(全５区
分)が下位２区分の
いずれか
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